
   

 令 和 元 年 ８ 月 ２ ８ 日  

 議     案  

 ８ 月 定 例 会 議  

常  総  市 
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議案第１７号 

 

常総市消防団条例の一部を改正する条例について 

 

常総市消防団条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を

求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地方公務員法が改正され，成年被後見人等に係る欠格条項が削除され

たことから，条例で定める非常勤の消防団員の任用について，法律と同様に成年

被後見人等に係る欠格条項を削る改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市消防団条例の一部を改正する条例 

 

常総市消防団条例（昭和５４年水海道市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第１号を削り，同条第２号中「禁固」を「禁錮」に改め，同号を同条第

１号とし，同条第３号を同条第２号とし，同条第４号を同条第３号とする。 

第６条第２項第１号中「前条第３号を除く各号」を「前条第１号又は第３号」

に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第１８号 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，教育長の給料の額について，その任期中において市長及び副市長と同

様に１割を減額するほか，市長等特別職の旅費の支給額に関し，引き続き一般職

に属する職員に係る規定を適用することとし，その期限を延伸する改正を行うた

め，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

常総市長等の給与及び旅費の特例に関する条例（平成１５年水海道市条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「平成３２年８月２日」を「令和２年８月２日」に改める。 

第２条中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

第３条中「平成３１年９月３０日」を「令和４年９月３０日」に改める。 

第４条及び附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和４年９月３０日」

に改める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第１９号 

 

常総市森林環境譲与税基金条例について 

 

常総市森林環境譲与税基金条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため国から譲与さ

れる森林環境譲与税の適正な管理及び運用を図ることを目的とした森林環境譲与

税基金を設置するため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市森林環境譲与税基金条例 

 

（設置） 

第１条 森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため，常総市森林環

境譲与税基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は，森林環境税及び森林環境譲与税に関する法

律（平成３１年法律第３号）第２７条の規定により国から譲与される森林環境

譲与税の額に相当する額として一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は，一般会計歳入歳出予算に計上して，この

基金に繰り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は，財政上必要があると認めるときは，確実な繰戻しの方法，期間

及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することがで

きる。 

（処分） 

第６条 基金は，第１条に規定する施策の財源に充てる場合に限り，その全部又

は一部を処分することできる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか，基金の管理に関し必要な事項は，市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第２０号 

 

常総市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

常総市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，住民基本台帳法施行令等が改正され，住民票，個人番号カード等に旧

氏の記載が可能となることに伴い，印鑑登録事務において旧氏による印鑑登録を

可能とするほか，印鑑登録原票から男女の別を除く改正を行うため，これを提出

する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

常総市印鑑条例（昭和５７年水海道市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第１項中「昭和４２年法律第８１号」の次に「。以下「法」という。」

を加え，「基づく本市の」を「基づき，本市が備える」に，「記載されている」

を「記録されている」に改める。 

第４条第３項第４号中「外国人住民（住民基本台帳法」を「氏に変更があった

者に係る住民票に旧氏（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以

下この号において「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下

同じ。）の記載（法第６条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）を

もって調製する住民票にあっては，記録。以下同じ。）がされている場合にあっ

ては氏名及び当該旧氏，外国人住民（法」に，「住民基本台帳法施行令（昭和４

２年政令第２９２号）第３０条の２６第１項」を「令第３０条の１６第１項」に，

「が記録されている」を「の記載がされている」に，「及び通称」を「及び当該

通称」に改め，同項第６号を削り，同項第７号を同項第６号とし，同項第８号中

「記録されている」を「記載がされている」に改め，同号を同項第７号とし，同

項第９号を同項第８号とし，同条第４項中「作成する」を「調製する」に改める。 

第１１条第１項第４号中「氏名又は氏」の次に「（氏に変更があった者にあっ

ては，住民票に記載がされている旧氏を含む。）」を加え，同項第５号中「住民

基本台帳法」を「法」に改める。 

第１４条中「作成されている」を「調製されている」に改め，同条第１号中

「氏名（」の次に，「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされてい

る場合にあっては氏名及び当該旧氏，」を加え，「が記録されている」を「の記

載がされている」に，「及び通称」を「及び当該通称」に改め，同条第４号中

「記録されている」を「記載がされている」に改める。 

附 則 

この条例は，令和元年１１月５日から施行する。  
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議案第２１号 

 

常総市税条例等の一部を改正する条例について 

 

常総市税条例等の一部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求

める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，地方税法の改正に伴い，個人住民税の非課税措置の拡充並びに軽自動

車税の環境性能割の軽減及び種別割に係るグリーン化特例の見直しに係る改正を

行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市税条例等の一部を改正する条例 

 

（常総市税条例の一部改正） 

第１条 常総市税条例（昭和３３年水海道市条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

第３７条の２中第８項を第９項とし，第７項を第８項とし，第６項を第７項

とし，第５項の次に次の一項を加える。 

６ 第１項又は前項の場合において，前年において支払を受けた給与で所得税

法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するも

のが，第１項の申告書を提出するときは，法第３１７条の２第１項各号に掲

げる事項のうち施行規則で定めるものについては，施行規則で定める記載に

よることができる。 

第３７条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め，同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め，同項第３号を同

項第４号とし，同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には，その旨 

第３７条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め，同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に

改め，「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年

金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって，扶養親族（控

除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加

え，「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に，「同項に

規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め，同項第３号を同項第４号とし，

同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には，その旨 

第３７条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第

２項」に改め，同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第

６項」に改める。 

第３７条の４第１項中「によって」を「により」に，「同条第７項」を「同

条第８項」に，「第８項」を「第９項」に，「においては」を「には」に改め
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る。 

附則第７条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第７条の２の見出し中「平成３１年度」を「令和元年度」に，「平成３

２年度」を「令和２年度」に改め，同条第１項中「平成３１年度」を「令和元

年度」に，「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条第２項中「平成３

１年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に，「平成３１年度類似適用土

地」を「令和元年度類似適用土地」に，「平成３２年度」を「令和２年度」に

改める。 

附則第８条（見出しを含む。），第８条の２，第９条（見出しを含む。）及

び第９条の３中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第１１条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条第２

項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則第１２条の４に次の３項を加える。 

２ 知事は，当分の間，前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収に関し，３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これら

の規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは，国土交通大臣の認定

等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 知事は，当分の間，第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境

性能割につき，その納付すべき額について不足額があることを附則第１２条

の６の規定により読み替えられた第８２条の６第１項の納期限（納期限の延

長があったときは，その延長された納期限）後において知った場合において，

当該事実が生じた原因が，国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその

他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等

を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り

消したことによるものであるときは，当該申請をした者又はその一般承継人

を当該不足額に係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規

定によりその例によることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を

提出すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみなして，軽自動車税の環境

性能割に関する規定を適用する。 
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４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は，同項の不足額に，これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

附則第１２条の４を附則第１２条の４の２とし，附則第１２条の３の次に次

の１条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１２条の４ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合

を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条

において同じ。）に対しては，当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１

０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第１２条の８第３項におい

て「特定期間」という。）に行われたときに限り，第８１条第１項の規定に

かかわらず，軽自動車税の環境性能割を課さない。 

附則第１２条の８に次の１項を加える。 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８２条の４

（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については，当該軽自

動車の取得が特定期間に行われたときに限り，これらの規定中「１００分の

２」とあるのは，「１００分の１」とする。 

附則第１３条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め，「指

定」の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）」を加え，同条に次の３項を加える。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に対

する第８３条の規定の適用については，当該軽自動車が平成３１年４月１日

から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

２年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り，次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(ｲ) ３，９００円 １，０００円 

第２号ア(ｳ)ａ(a) ６，９００円 １，８００円 

第２号ア(ｳ)ａ(b) １０，８００円 ２，７００円 

第２号ア(ｳ)ｂ(a) ３，８００円 １，０００円 

第２号ア(ｳ)ｂ(b) ５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３
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号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第８３条の規定の適用に

ついては，当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車

税の種別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽

自動車税の種別割に限り，次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(ｲ) ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア(ｳ)ａ(a) ６，９００円 ３，５００円 

第２号ア(ｳ)ａ(b) １０，８００円 ５，４００円 

第２号ア(ｳ)ｂ(a) ３，８００円 １，９００円 

第２号ア(ｳ)ｂ(b) ５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち

３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８３

条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日か

ら令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和２年４月

１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り，次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア(ｲ) ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア(ｳ)ａ(a) ６，９００円 ５，２００円 

第２号ア(ｳ)ａ(b) １０，８００円 ８，１００円 

第２号ア(ｳ)ｂ(a) ３，８００円 ２，９００円 

第２号ア(ｳ)ｂ(b) ５，０００円 ３，８００円 

附則第１３条の２を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１３条の２ 市長は，軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し，３輪以上の軽

自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは，国土交通大臣の認定等（法附則

第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において
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同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は，納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを

第８４条第２項の納期限（納期限の延長があったときは，その延長された納

期限後において知った場合において，当該事実が生じた原因が，国土交通大

臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大

臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは，

当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして，軽自動車税の種別割に関する

規定（第８９条及び第９０条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額

は，同項の不足額に，これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

附則第１９条第１項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。 

附則第２３条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。 

附則第２４条の３の２第１項中「平成４５年度」を「令和１５年度」に，

「平成３３年」を「令和３年」に改める。 

附則第２５条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に

改める。 

附則第３０条第２項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。 

附則第３１条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

第２条 常総市税条例の一部を次のように改正する。 

第２６条第１項第２号中「又は寡夫」を「，寡夫又は単身児童扶養者」に改

める。 

附則第１３条第１項中「第４項」を「第５項」に改め，同条に次の１項を加

える。 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車のう

ち，自家用の乗用のものに対する第８３条の規定の適用については，当該軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り，当該軽自

動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り，第２項の表
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の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

附則第１３条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

（常総市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 常総市税条例等の一部を改正する条例(平成２８年常総市条例第２０号)

の一部を次のように改正する。 

第１条の２附則第１３条第２項から第７項までを削る改正規定中「第７項」

を「第４項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和元年１０月１日から施行する。ただし，次の各号に掲

げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中常総市税条例第３７条の２中第８項を第９項とし，第７項を第８

項とし，第６項を第７項とし，第５項の次に１項を加える改正規定並びに第

３７条の３の２，第３７条の３の３及び第３７条の４第１項の改正規定並び

に附則第２条の規定 令和２年１月１日 

(2) 第２条中常総市税条例第２６条の改正規定及び附則第３条の規定 令和３

年１月１日 

(3) 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第５条の規定 令和３

年４月１日 

(4) 第３条の規定 公布の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定（前条第１号に掲げる規定に限る。）による改正後の常総

市税条例（次項及び第３項において「２年新条例」という。）第３７条の２第

６項の規定は，同号に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の

個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し，同日前に当該申告

書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告

書を提出する場合については，なお従前の例による。 

２ ２年新条例第３７条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は，

前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき市税条例第３７条

の２第１項に規定する給与について提出する２年新条例第３７条の３の２第１

項及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ ２年新条例第３７条の３の３第１項の規定は，前条第１号に掲げる規定の施
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行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年

法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。

以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規定す

る公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除

く。）について提出する２年新条例第３７条の３の３第１項に規定する申告書

について適用する。 

第３条 第２条の規定（附則第１条第２号に掲げる規定に限る。）による改正後

の常総市税条例第２６条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は，令和

３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し，令和２年度分までの個人

の市民税については，なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き，第１条の規定（附則第１条第１号に掲げ

る規定を除く。）による改正後の常総市税条例（次項において「元年１０月新

条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は，この条例

の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の

環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は，令和２年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第５条 第２条の規定（附則第１条第３号に掲げる規定に限る。）による改正後

の常総市税条例の規定は，令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につ

いて適用し，令和２年度分までの軽自動車税の種別割については，なお従前の

例による。 
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議案第２２号 

 

常総市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定め

る条例の一部を改正する条例について 

 

常総市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例の一

部を改正する条例を次のように定めたいので，地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，子ども・子育て支援法，同法施行令等が改正され，幼児教育・保育の

無償化が実施されることに伴い，幼稚園，こども園，保育所等を利用する３歳か

ら５歳までの子ども及び０歳から２歳までの一部の子どもの保護者等に係る利用

者負担額を無償とする改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第 号 

 

常総市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条

例の一部を改正する条例 

 

常総市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例（平

成２７年常総市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第３条中「第３０条第２項各号」の次に「並びに法附則第９条第１項各号」を

加え，「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に，「規則で定め

る」を「次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ，当該各号に

定める額とする」に改め，同条に次の各号を加える。 

(1) 教育・保育給付認定子どものうち，次に掲げる者に係る教育・保育給付認

定保護者 零 

ア 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「令」

という。）第４条第１項第１号に規定する教育認定子ども 

イ 令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子ども 

(2) 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者 同項（令第５条第２項，第９条，第１１条第２項及び第１２

条第２項において準用する場合を含む。），令第１３条第１項及び第１４条

に定める額を限度として規則で定める額 

第４条中「法附則第６条第４項の」を「法附則第６条第４項に規定する」に，

「保育認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第５条中「支給認定保護者」を「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者」に，「前２条」を「第３条第２号又は前条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の常総市子どものための教育・保育給付に係る利用者

負担額等を定める条例の規定は，この条例の施行の日以後に行われる教育・保

育に係る利用者負担額等について適用し，同日前に行われた教育・保育に係る

利用者負担額等については，なお従前の例による。 
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議案第２３号 

 

常総市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例について 

 

常総市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めたい

ので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定によ

り議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

提案理由 

本案は，子ども・子育て支援法，同法施行令等が改正され，幼児教育・保育の

無償化が実施されることに伴い，市立幼稚園の保育料のうち保護者が負担する額

を無償とする改正を行うため，これを提出する。 
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常総市条例第  号 

 

常総市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例 

 

常総市立幼稚園保育料等徴収条例（平成１７年水海道市条例第１３５号）の一

部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

常総市立幼稚園保育料等に関する条例 

第１条中「，入園準備費」を削り，「一時預かり保育料」を「預かり保育料」

に，「の徴収に関し」を「について」に改める。 

第３条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に，

「常総市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が規則で定める」を「零と

する」に改め，同条第３項を削り，同条第４項中「一時預かり保育料」を「預か

り保育料」に改め，同項を同条第３項とする。 

第４条の見出しを「（預かり保育料の徴収期限）」に改め，同条第１項を削

り，同条第２項中「保育料及び一時預かり保育料の徴収期限」を「預かり保育料

の徴収期限」に，「次の各号に掲げる保育料及び一時預かり保育料の区分に応じ，

当該各号に掲げる日」を「利用する日の属する月の翌月５日」に改め，同項各号

を削り，同項を同条第１項とし，同条第３項を削る。 

第５条を削る。 

第６条の見出し中「保育料等」を「預かり保育料」に改め，同条第１項中

「該当し，保育料等の納付が困難と認める場合」を「該当する場合」に，「保育

料等を」を「預かり保育料を」に改め，同項第１号中「あったとき。」を「あり，

預かり保育料の納付が困難と市長が認める場合」に改め，同項第２号中「生じた

とき。」を「生じ，預かり保育料の納付が困難と市長が認める場合」に改め，同

項に次の１号を加える。 

(3) 園児が病気その他正当な事由により月の初日から末日まで出席しない場

合 

第６条第２項を削り，同条を第５条とする。 

第７条を第６条とし，第８条を第７条とする。 

附則第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に，「教

育委員会規則で定める」を「零とする」に改める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は，令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の常総市立幼稚園保育料等に関する条例の規定は，こ

の条例の施行の日以後に行われる教育又は保育に係る保育料等について適用し，

同日前に行われた教育又は保育に係る保育料等については，なお従前の例によ

る。 
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議案第２４号 

 

市道の路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により次の路線を

廃止したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３３８７ 坂手町５６３１ 坂手町５６３２ 

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，隣接する民有地と一体となり，道路とし

ての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの要望が

あることから，その認定を廃止するため，これを提出する。 
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議案第２５号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３３８８ 

旧 坂手町５６４０ 旧 坂手町５９３８ 

新 坂手町５９１５－１ 新 坂手町５９３８ 

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，鹿小路細野線の供用開始に伴い，その一

部が道路としての機能を喪失し，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの

要望があることから，その起点の位置を変更する必要があるため，これを提出す

る。 
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議案第２６号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３３９０ 

旧 坂手町５８８８ 旧 坂手町１５８７－２ 

新 坂手町５８９７－１ 新 坂手町１５８７－２ 

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，鹿小路細野線の供用開始に伴い，その一

部が道路としての機能を喪失し，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げの

要望があることから，その起点の位置を変更する必要があるため，これを提出す

る。 

 



25 

議案第２７号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３３８９ 

旧 坂手町５８８５ 旧 坂手町５９０９ 

新 坂手町５８９８－１ 新 坂手町５９０９ 

 

提案理由 

本案は，坂手町地内の路線について，鹿小路細野線と重複して供用されている

区間を除くこととし，その起点の位置を変更する必要があるため，これを提出す

る。 

 



26 

議案第２８号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３８６７ 

旧 内守谷町４０１０ 旧 内守谷町４００４－１ 

新 内守谷町４００８ 新 内守谷町４００３－１ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町地内の路線について，鹿小路細野線の供用開始に伴い，その

一部が道路としての機能を喪失し，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げ

の要望があることから，その終点の位置を変更する必要があるため，これを提出

する。 

 



27 

議案第２９号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３８８２ 

旧 内守谷町５０５３－１ 旧 内守谷町５０１１ 

新 内守谷町５０５３－１ 新 内守谷町４９８２－１ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町地内の路線について，隣接する民有地と一体となっており，

道路としての機能を有しておらず，当該路線に隣接する土地の所有者から払下げ

の要望があることから，その終点の位置を変更する必要があるため，これを提出

する。 

 



28 

議案第３０号 

 

市道の路線の変更について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により次の路線を

変更したいので，同条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

路 線 名 起 点 終 点 

３８８５ 

旧 内守谷町５０４６－４ 旧 内守谷町５０５７ 

新 内守谷町５００７－１ 新 内守谷町５０５７ 

 

提案理由 

本案は，内守谷町地内の路線について，議案第２９号において市道から除く区

間のうち，払下げ予定の区間以外のものを当該路線に含めることとし，その起点

の位置を変更する必要があるため，これを提出する。 

 



29 

議案第３１号 

 

建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について 

 

次のとおり建設工事委託に関する協定の一部を変更する協定を締結したいの

で，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により

議会の議決を求める。 

 

令和元年８月２８日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

１ 協定の目的  常総市公共下水道内守谷浄化センターの建設工事委託に関

する協定の一部を変更する協定 

２ 協定の金額  変更前の金額   ２４０，０００，０００円 

          変更後の金額   ２３２，４００，０００円 

          変更による減額    ７，６００，０００円 

 

提案理由 

本案は，平成３０年５月定例会議において議決を経た常総市公共下水道内守谷

浄化センターの建設工事委託に関する協定について，その一部を変更する協定を

締結したいので，これを提出する。 

  


